
平成３０年度 第２回 浜松市中央卸売市場 開設運営協議会

日時 平成３１年３月１８日（月）

 午前１０時００分～

会場 浜松市中央卸売市場

 管理棟３階 中会議室

次     第

１ 開  会 

２ 開設者あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 議  題 

（１） 東京都中央卸売市場(築地市場)視察について（報告） 

（２） 卸売市場法改正に伴う取引ルールについて 

（３） 浜松市中央卸売市場経営展望の取扱いについて 

（４） その他 

５ 閉  会 

(案) 



開設運営協議会 席次表

会長

静岡文化芸術大学

文化政策学部

森山 一郎

副会長

浜松魚類株式会社

代表取締役社長

白井 君夫

静岡県経済産業部

農業局

農業戦略課長

遠藤 和久

株式会社浜中

代表取締役会長

池田 規

浜名漁業協同組合

経理課長

伊藤 栄一

青果仲卸協同組合

理事長

伊藤 嗣男

浜印出荷組合

協議会

会長

石塚 勝一

関連事業協同組合

理事長

山田 晴久

浜松市消費者団体

連絡会

理事

水野 静子

消費生活

アドバイザー

宮田 綾子

浜松市産業部

中央卸売市場

業務グループ長

高柳 光男

浜松市産業部

中央卸売市場長

山本 和美

浜松市産業部

農林水産担当部長

山下 文彦

浜松市産業部

中央卸売市場

市場長補佐

中村 直行

浜松市産業部

中央卸売市場

管理グループ

三浦 宏之

浜松市産業部

中央卸売市場

管理グループ長

池谷 謙司

静岡県経済産業部

農業局

農業戦略課

秋山 倫久

 ―入口―

傍 聴 人 席



任期：平成２９年５月１日～平成３１年４月３０日

1 知識経験者 静岡文化芸術大学 文化政策部　文化政策学科長 森山
もりやま

　一郎
いちろう

2 行政職員等 静岡県経済産業部 農業局 農業戦略課長 遠藤
えんどう

　和久
かずひさ

3
知識経験者
(市場関係者)

浜松市中央卸売市場
水産卸売業者 浜松魚類株式会社 代表取締役社長 白井

しらい

　君夫
きみお

4
知識経験者
(市場関係者)

浜松市中央卸売市場
青果卸売業者 株式会社浜中 代表取締役会長 池田

いけだ

　規
まもる

5
知識経験者
(市場関係者)

浜松市中央卸売市場
青果仲卸協同組合　理事長 伊藤

いとう

　嗣男
つぐお

6
知識経験者
(市場関係者)

浜松市中央卸売市場
関連事業協同組合　理事長 山田

やまだ

　晴久
はるひさ

7
知識経験者
(生産者代表)

浜印出荷組合協議会　会長 石塚
いしづか

　勝一
かついち

8
知識経験者
(生産者代表)

水産物出荷者
浜名漁業協同組合 経理課長 伊藤

いとう

　栄一
えいいち

9
知識経験者
(消費者代表)

消費生活アドバイザー 宮田
みやた

　綾子
あやこ

10
知識経験者
(消費者代表)

浜松市消費者団体連絡会　理事 水野
みずの

　静子
しずこ

※委員１０人（男性８人、女性２人）。女性登用率は２０．０％。

平成30年11月20日現在

浜松市中央卸売市場開設運営協議会　委員名簿

№ 委員選出区分 選 出 機 関 等 氏　　名 期



卸売市場法制度等の改正ポイント
１　改正の趣旨

２　主な改正

卸　売　市　場　法　（現行） 卸　売　市　場　法　（改正）H30.6.22公布

生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流
通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資す
る

生産者・消費者双方のメリット向上のある流通構造の実現

・卸売市場の計画的整備
・卸売市場の開設、卸売、取引規制を定める

・卸売市場を含めた食品流通の合理化
・生鮮食料品等の公正な取引環境の確保の促進

・卸売市場の整備促進
・適正かつ健全な運営の確保

・生鮮食料品等の公正な取引の場として、卸売市場に関する方針
 を示し、指導・検査監督する
・施設整備等への支援を行う(市場施設補助金の交付)
・流通合理化の取組を進めようとする場合、その計画を認定し支援
 する
・不公正取引の把握のための調査等を充実する

都道府県、人口20万人以上の市 民間含め、制限なし

認可 認定 国・自治体関与が実質的に撤廃

 ①売買取引の方法の公表

○　引き続き、卸売市場の「共通ルール」として位置づけ

公平・効率的な取引が行われるよう、セリ売り・入札・相対取引といつ
た「売買取引の方法」を定め、公表する

 ②差別的取扱の禁止
集荷面で全ての生産者が公平に扱われ、分荷面でも全ての仲卸業
者・売買参加者が公平に扱われるよう、「差別的取扱い」を禁止する

 ③受託拒否の禁止
生産者にとって確実な出荷先を確保できるよう、中央卸売市場につ
いては、生産者から販売委託の申込があった場合に、正当な理由が
ある場合を除き、卸売業者による「受託拒否」を禁止する

 ④代金決済ルールの策定・公表
生産者が出荷した農産物の代金が早期かつ確実に回収されるよう、
「代金決済ルール」を定め、これを公表する

 ⑤取引条件の公表
 ⑥取引結果の公表

卸売市場における取引の透明性を高めるよう、「取引条件(数量・価
格、委託手数料・各種奨励金等)」を公表する

 ⑦その他取引条件

第三者販売の原則禁止
 （卸売業者は、市場内の仲
卸業者、売買参加者以外に
卸売をしてはならない）

○　一律に法で規制

(卸業者)

 直荷引きの原則禁止
 （仲卸業者は、市場内の卸
売業者以外から買い入れて
販売してはならない）

(仲卸業者)

商物一致の原則
 （卸売業者は、市場内にある
 生鮮食料品等以外の卸売を
してはならない）

(卸業者)

公
正
な
取
引
環
境
確
保
の
促
進

△　原則、廃止
　ただし以下の点に配慮し、市場毎に取引ルールとして定めることが
できる
　　・共通ルールに反しないこと
　　・卸売市場の調整機能維持に十分配慮
　　・卸売市場の活性化に資する
　　・卸売市場ごとに、特定の事業者の優遇にならない

　○ これまで食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要。卸売業者、仲卸業者等の役割・機能が発揮され
　　　今後も食品流通の核として堅持すべき。

　○ 卸売市場を含めた食品流通の合理化と、生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進し、生産者・消費者双方のメリット向上のための食品流通構造を実現する。

　　　目　的

　　　内容・基本的考え方

　　　国の役割

　　　開設主体（中央卸売市場）

　　　国の関与（中央卸売市場）

改
め
て
認
定
手
続
き
が
必
要

資料１
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改正卸売市場法に係る業務条例との比較と現状

改正卸売市場法 浜松市中央卸売市場業務条例 浜松市中央卸売市場業務条例別表・規則・要綱等 申請の有無 現状 条例改正の方向性

①売買取引の方法の公表 （売買取引の方法）

公平・効率的な取引が行われるよう、せり売・入札・相対取引
といった「売買取引の方法」を定め、公表する。

第４１条　卸売業者は、市場において行う卸売りについては、次の各号に掲げる
物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならな
い。

（１）別表第１に掲げる物品　せり売又は入札の方法

（２）別表第２に掲げる物品　毎日の卸売予定数量のうち市長が定める割合に
相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分については
せり売若しくは入札の方法又は相対取引

（３）別表第３に掲げる物品　せり売若しくは入札の方法又は相対取引

第４１条第２項　相対取引申請
・せり物品を相対取引する場合、申請による。

【規則第４８条：相対取引の承認の申
請】
【規則第４９条：予約相対取引の承認の
申請等】
【規則第５０条：せり開始時刻前の相対
取引の承認の申請】

【相対売又は定価売の方法による卸売
承認要綱】
【予約相対取引承認要綱】

無

・別表第１の１００％せり売物品を相対取引している
事例有。（水産物部の浜名湖産カキ）

・卸・仲卸ともに、せり・相対物品のせり開始前需要
が大手量販店から要求されている。

・申請書の提出は０件

②差別的取扱の禁止 （差別的な取扱いの禁止等）

集荷面で全ての生産者が公平に扱われ、分荷面でも全ての
仲卸業者・売買参加者が公平に扱われるよう、「差別的取扱
い」を禁止する

第４４条　卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、仲卸業者又
は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

・特に、苦情はないが、卸は、仲卸の直荷引きの実
態を指摘している。また、仲卸は、卸の集荷力の悪
さを指摘している。

・買受量の多い仲卸、買参と少ないでは、卸売価格
に差が出ている。

②差別的取扱の禁止：現行条例設定済

③受託拒否の禁止
生産者にとって確実な出荷先を確保できるよう、中央卸売市
場については、生産者から販売委託の申込があった場合に、
正当な理由がある場合を除き、卸売業者による「受託拒否」を
禁止する

２　卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場
における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由が
なければ、その引受けを拒んではならない。

・出荷者が出荷した物品に「有害な物品等」該当の
み。この場合は、市保健所の指導を受けている。

③受託拒否の禁止：現行条例に加えて、農水省令第６条の事項を追加して改正
　 農水省令第６条(受託拒否の正当な理由)法第4条第5項の表の5の項の農林水産省令で定め
る正当な理由がある場合は、次のとおりとする。1.販売の委託の申込があった生鮮食料品等が食
品衛生上有害である場合他6項目

④代金決済ルールの策定・公表
生産者が出荷した農産物の代金が早期かつ確実に回収され
るよう、「代金決済ルール」を定め、これを公表する

第６１条（仕切り及び送金）
卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした
翌日までに、卸売物品の合計額に消費税を乗じ、委託手数料を差し引いた仕
切金額と仕切書を送付しなければならない。

第６５条（買受代金の即時支払義務）
仲卸、売買参加者が卸から買受けた物品の引渡しと同時に支払わなければな
らない。

・卸から出荷者への支払いは翌日。

・仲卸、買参からの支払いは４日又は５日で、市場
代金決済機関の利用。

　　青果　3者　　　水産　1者

④代金決済ルールの策定・公表：現行条例設定済

⑤取引条件の公表
⑥取引結果の公表
卸売市場における取引の透明性を高めるよう、「取引条件（数
量・価格、委託手数料・各種奨励金等）」を公表する

第５８条（卸売予定数量等の報告）
卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、品目ごとの数量及び主要
産地を報告。

第５８条第２項
卸売業者は、当日卸売をした物品の品目ごとの数量、産地及び卸売金額の高
値、中値、安値を報告。

第５９条（卸売業者による卸売予定数量等の公表）
卸売業者は、毎開場日、第５８条第２項の卸売金額等を卸売場に公表するこ
と。

第６０条（開設者による卸売予定数量等の公表）
開設者（市長）は、卸売業者からの報告に対し、卸売金額等を卸売場に公表し
なければならない。

【規則第６１条（卸売予定数量等の報
告）】
・予定数量：販売開始３０分前まで（卸
売場）

・当日卸売価格：販売終了後直ちに（卸
売場、開設者あて）

有

・取引条件の公表は、新規。今後、改正条例を市
場ホームページにアップ。

・取引結果の公表は、現行条例で規定あり。
・卸売予定数量及び当日の卸売価格等、毎開場日
の午後３時までに、青果部・水産物部せり場内モニ
ターに公表している。

　手数料他
　月単位で公表
　公表は、ホームページで

⑤取引条件の公表：卸売市場法第4条認定において必要不可欠のため
   卸売市場法第4条(中央卸売市場の認定)卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件に適合
しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる

⑥取引結果の公表：現行条例に加えて、
　　公表方法：インターネット上での公表を条例化
　　卸売業者：農水省令第5条における公表を条例化
　　　　　　　　　農水省令第5条(卸売業者による売買取引の条件の公表)法第4条第5項第5号
　　　　　　　　　の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの
　　　　　　　　　利用その他の適切な方法により行わなければならない。1.営業日及び営業時間
　　　　　　　　　2.取扱品目他4項目

条例（別表規定）
【最低せり割合等要綱】
青果部：７０％せり売又は入札の方法
水産物部：５０％せり売又は入札の方法

【H29総取扱数量に係るせり割合実績】
・せり売、入札　：　青果部２割　　水産物部１割

・相対取引　　　：　青果部５割　　水産物部６割

・第三者販売　：　　青果部３割　　水産物部３割

公表方法：市場HP（予定）

①売買取引の方法の公表：取引実態に合わせて改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊詳細については、市場関係者と調整

資料３



改正卸売市場法に係る業務条例との比較と現状

改正卸売市場法 浜松市中央卸売市場業務条例 浜松市中央卸売市場業務条例別表・規則・要綱等 申請の有無 現状 条例改正の方向性

⑦その他取引条件 （卸売の相手方の制限）

・第三者販売の原則禁止
卸売業者は、市場内の仲卸業者、売買参加者以外に卸売を
してはならない

第４５条　卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売
買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれ
かに該当する場合は、この限りでない。

・卸業者にとって、毎日の委託集荷を全量さばけな
い。
・残品を仲卸業者、売買参加者は買いきれない。

第三者販売の原則禁止：廃止
・提出書類の削減により事務処理の軽減及び経費削減
・ただし、開設者が確認するため、販売先リスト(年度当初・随時)及び実績報告書を求める
＊詳細については、市場関係者と調整

（１）　次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が市場の仲卸業者及
び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したと
き。

ア　市場における入荷量が著しく多い
イ　卸売をした後残品が生じた場合
ウ　出荷者の事情で卸売市場に出荷されることが困難である物品の卸売をす
る場合

【仲卸業者及び売買参加者以外の者に
対する卸売許可要綱】

ア：仲卸、買参の通常買受数量８０％以
内
イ：残品のすべて
ウ：品目ごと当日上場の１０％以内

（２）市場間連携契約によるもの
（３）新商品開発契約によるもの
（４）輸出に関する契約によるもの

【市場間連携に関する卸売承認要綱】
【新商品開発に関する卸売承認要綱】 無

（市場外にある物品の卸売の禁止）

・商物一致の原則
卸売業者は、市場内にある生鮮食料品等以外の卸売をして
はならない

第４７条　卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物
品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す
る場合は、この限りでない。

仲卸の目利きによる生鮮食料品の消費者への販売

*市場外指定場所からの卸売の現状を把握できて
いない。

(1) 開設区域内において市長が指定する場所（法第３９条第１号の規定により
農林水産大臣が指定した場所を含む。）にある物品の卸売をするとき。

【規則第５４条第１項（市場外保管場所
の指定の申請等）】
　条例第４７条第１項第１号の規定によ
り市長の指定を受けようとする者は、市
場外保管場所指定申請書（第４４号様
式）を市長に提出しなければならない。

有

・青果部該当なし

・水産物部１３か所
１．開設区域内（浜松市内）：７か所
２．開設区域周辺（浜松市外）：６か所

(2) 仲卸業者、売買参加者との締結契約に基づく物品
(3) 電子商取引する取引物品

【規則第５４条第３項～５項（市場外保
管場所の指定の申請等）】

無 ・事例なし

（仲卸業者の業務の規制）

・直荷引きの原則禁止
仲卸業者は、市場内の卸売業者以外から買い入れて販売し
てはならない 第５４条　仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る取扱品目の部類に

属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
・事例なし

２　仲卸業者は、卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただ
し、市場内卸売業者から買入れが困難なものを市場外から買入れ販売する場
合は、次の各号による。
（１）仲卸業者として市長の許可を受けているもの
（２）市場間連携締結によるもの
（３）新商品開拓契約によるもの
（４）輸出契約によるもの

【規則第５８条（卸売業者以外の者から
買入れの許可の基準）】
・卸売業者が取扱物品の卸売をしてい
ない。
・卸売が仲卸業者の需要を十分充たし
ていない。
・卸売業者からの買入れが仲卸業者に
とって不利益である。

無

①青果部(１１社)：申請、報告なし。

②水産物部(８社)：申請、報告なし。

【規則第５１条第１項】：　条例第４５条
第２項の許可申請書は、卸売許可申請
書（第３８号様式）とする。

有

・申請件数
青果部：158,224件　水産物部：246,811件　合
計：405,035件
・1日当たり1,540件（平成29年度開場日：263日）

【H２９年度実績】
青果部　総取扱数量：105,180トン
第三者販売：31,101トン　約３０％（29.57％）

水産物部　総取扱数量：25,605トン
第三者販売：6,895トン　約３０％（26.65％）

商物一致の原則：廃止
・提出書類の削減により事務処理の軽減及び経費削減
・ただし、開設者がチェック機能を果たすため必要なときに報告を求める
＊詳細については、市場関係者と調整

直荷引きの原則禁止：廃止
・提出書類の削減により事務処理の軽減及び経費削減
・ただし、直荷使用料捕捉のため実績報告書を求める
＊詳細については、市場関係者と調整



H30.12.18第２回 あり方研究会

卸売市場法改正に伴う取引ルールについて

●市場関係者と協議し、市場ごとに定める取引ルール

◇第三者販売の原則禁止

◇商物一致の原則

◇直荷引きの原則禁止

○開設者の考え方 

 ◆共通ルール以外のルールは規定しない。 

【理 由】

 １．卸売市場法の改正は、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品

等の公正な取引環境の確保により生産者の所得の向上と消費者ニーズへの

的確な対応を図ることを目的としている。

 ２．卸売市場の活性化には、流通の自由化による効率的な輸送、コスト削減

が必要である。

 ３．市民ニーズに応えるため、新鮮で安全な生鮮食料品等を全国、世界各地

から受け入れ、一般消費者へ届ける必要がある。

 ４．市場取引の自由度を高め、すべてにおいてロスを軽減することが重要。

 ５．市場取引は、取引事業者間で調整することが大変重要であり、開設者が

市場取引の規制をすることは、取引参加者の裁量を侵害することになる。

以上
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（概ね１時間程度）

１月２６日（土） １月２８日（月） １月２９日（火）

管理事務所　応接室 管理事務所　応接室 管理事務所　応接室

9：00～
浜松青果株式会社
（松井社長、鈴木専務、皆川取締役

9：00～
株式会社浜松魚市
（宮地社長、桒原常務）

9：00～
水産仲卸組合
（株式会社海商　舩坂社長）

10：30～
浜松魚類株式会社
（白井社長外２名）

10：00～ 11：00～

13：00～
株式会社浜中
（池田会長、岡田社長、山下専務）

11：00～
理事会終了後

青果仲卸組合
（伊藤理事長）

13：00～

14：00～ 14：00～ 14：00～

15：00～ 15：00～
15：00～
※予備時間

１月３１日（木） 月日（） 月日（）

管理事務所　応接室 管理事務所　応接室 管理事務所　応接室

9：00～ 9：00～ 9：00～

10：00～ 10：00～ 10：00～

11：00～ 11：00～ 11：00～

13：00～ 13：00～ 13：00～

14：00～ 14：00～ 14：00～

15：00～
15：00～
※予備時間

15：00～
※予備時間

時間 時間 時間

内　容　：　卸売市場法改正に伴う浜松市中央卸売市場業務条例改正の意見書の内容確認について

浜松市中央卸売市場関係者ヒアリング日程表

時間 時間 時間

資料５



改正卸売市場法に伴う浜松市中央卸売市場業務条例第1回ヒアリング実施結果について

平成３０年８月２０日　～　９月７日ヒアリング実施

26

15

11

26

15

11

26

15

11

26

15

11

【第三者販売の原則禁止（業務条例第４５条）】

○必要である主な理由

・市場以外に高値で売れるところはない。

・場内代金決済機関を利用する最大のメリットがある。

・卸、仲卸の機能をしっかりと使うことが強い市場を維持。

・卸の集荷によっては、仲卸が受ける販売先の必要数が確保できないため、集荷に力を。

○必要でない主な理由

・バイングパワー、仕入先を選ぶのが、買受人となっている。

・競争原理は必要である。規定は不要。

・規制が取引を締め付けている。もっと、フリーにするべきである。

・規定が撤廃されれば、より自由な売込みができる。

【商物一致の原則（業務条例第４７条）】

○必要である主な理由

・消費者に安全で安心な食料品を提供することが市場としての責務である。

・クレーム処理には、出荷者自身では動けない。

・大手量販店の指示による納品依頼があり、買い手の強さを感じる。

現行法令
必要である どちらでもいい 必要ない

計
(卸・仲卸・組合） (卸・仲卸・組合） (卸・仲卸・組合）

第三者販売の原則禁止 15 2 9

青果部 7 1 7

水産物部 8 1 2

商物一致の原則 12 5 9

青果部 7 1 7

水産物部 5 4 2

直荷引きの原則禁止 8 5 13

青果部 4 1 10

水産物部 4 4 3

売買取引別表の物品規定 6 2 18

青果部 2 0 13

水産物部 4 2 5

・生産者との直接取引拡大が買手優位に。卸・仲卸への買いたたきが生じ、価格が歪められる。

・大手量販店進出が多い浜松は、本部納品に対抗できない。少しでも対抗するには、自由に
するべき。

・入荷量が多く場内では捌ききれない。残品がでても全量、仲卸、買参が買ってくれればいい
が難しい。
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・仲卸の目利きによって、適正な価格形成が成立している。現物確認が重要。

・産地直送により、買受人の必要な荷が市場に入らない不安を感じる。

・仲卸の目利きの部分も必要だが、製品、冷凍、塩干品は、直送でもいい。

○必要でない主な理由

・インターネット販売の時代でもある。直送できるものそうでないものの判断は区別できる。

・ランニングコストをかけて鮮度を落とす必要はないと考える。

・開設者への報告義務は必要と考える。

・開設区域外からの流入は現状少なくない。自由競争に対抗する必要がある。

・消費エリアは全国、輸出も視野に入れる必要がある。

・国を挙げての流通改革であり、産直は必要な流れである。

・他市場も浜松への進出は目まぐるしい。自由にして、強い浜松市場として対抗するべきである。

【直荷引きの原則禁止（業務条例第５４条）】

○必要である主な理由

・規定は、卸から買えない、引けない荷に対するもののみでいい。

・直荷引き実績使用料をきちんと納入することが、市場運営に重要なことである。

○必要でない主な理由

・卸が引けない荷もある。

・市場使用料（売上高割）の適切な納付規定だけあればいい。

・仲卸も市場の核として自由競争に向かうためには、地の良質なものを売り込み営業する必要もある。

・自然災害発生の多い日本。災害発生時には、集荷が厳しいこともあるため、直荷引きも必要。

・買受人の信頼を得るためには、必要。買い手側の要望も多くなっている。

【売買取引の方法（業務条例第４１条）における別表】

○必要である主な理由

・地の物はせり取引規定が必要と考える。量が少ないうえに、仲卸、買参人は必要としている。

・せり売りが価格形成の基本である。

○必要でない主な理由

・せり人がその物品に対する最良の販売を考えているため、せり人の裁量でいい。

・大手量販店対応には、せりを待って荷を運ぶには、相手方の要望時間に間に合わない。

・大手の物流センターへの納品は、そこからの出荷に２日程度かかる場合もあり、鮮度保持に
疑問を感じる。

・大手量販店の物流センター搬入は、前日発注が当日入荷量変更することも多い。センター
では対応できない分、市場は対応できる。

・横行すると市場全体が地盤沈下し、卸の集荷力にも影響。荷主から卸への出荷も減少ある
いは、出荷しないなど影響が出る。



市場関係者の意見 開設者の考え

１ 開設者の示した方針について 

・卸売業者Ａ：市の方針には理解。（条件付き） 

・卸売業者Ｂ：市が示した３つのルールの規制緩和について賛成。 

・卸売業者Ｃ：全国的に規制緩和方向。 

：浜松市だけが規制することのないように。 

・卸売業者Ｄ：市が示した３つのルールの条例規定は必要なし。 

：市場内の業者間のルール作りは、共通認識のために必要。 

・仲卸協同組合Ａ：市の方針には賛成。 

・仲卸協同組合Ｂ：市の方針には賛成。 

２ 市場内の業者間ルールについて 

・法規定はなくても市場内の業者間ルールは必要であり組織を設置すべき。

３ 市場運営費（売上高使用料の撤廃）について 

・青果部、水産物部では、委託率に大きな差があり、同じ料率で売上高割使

用料が規定されていることは厳しすぎないか。 

・市の方針には賛成だが売上高算定基準の確認が難しくなるのではないか。

・特に、３つのルールの緩和によって、市が確かな売上高を掴めるのか、不

公平感が出ないか。 

１ 開設者の示した方針について 

【意見のまとめ 】 

(1)市の方針について理解

 (2)青果・水産物部で定める市場内の業者間ルールは市場関係者で策定

 (3)市場運営費に関する事項は、今後の検討課題

※意見書の提出がなかった団体には、市の方針に、ご理解いただいたと判断させて

いただきます。

２ 市場内の業者間ルールについて

・市場取引は、取引業者間で調整することが重要。 

・市が市場取引の規制をすることは、取引参加者の裁量を侵害する。 

３ 市場運営費（売上高使用料の撤廃）について

 ・市場使用料について現状維持を考えている。 

 ・中央卸売市場認定には、卸売市場の健全な運営に必要な資金要件が付されてい

る。 

 ・市場運営費（使用料）の見直しは、今後の検討課題と考える。 

 ・３つのルールの緩和による売上高の確認は、月単位の報告を検討している。 

 ・卸売業者の本業・兼業は、兼業の内容を確認し、仕分けを検討する。 

 ・仲卸業者の直荷引きは、市の検査を実施、実態を把握するとともに、公平な市

場使用料の納付により、市場の業務運営の必要な資金の確保に努める。 
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2019/3/4

１　中央卸売市場業務条例改正に伴うスケジュール
310112 卸売市場法改正スケジュール（あり方第３回説明用・開設説明用)

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

２　浜松市中央卸売市場の市場法改正方針決定までのスケジュール

  平成31年12月に認定申請をするため、業務条例の改正は下記の日程で実施する。

  (1) 　12 月18日　第2 回あり方研究会
 　　  　・開設者の方針説明
 　　 　 ・原則廃止の3条例等の説明を受けて、市場関係者の考えを確認(意見書)

  (2) 　1月26日～28日
 　　　  ・原則廃止の3条例等の市場関係者の考えについて、回答・調整

  (4)  3月8日　第3回あり方研究会
         ・業務条例改正方針の決定
         ・取引委員会
　　　　 ・開設運営協議会

  (5)   9月　業務条例改正案議会上程

  (6) 12月　中央卸売市場認定申請

議会（環境経済委員会）

中央卸売市場の今後のあり方研究会

改正業務条例整備

開設運営協議会
（予算：年３回開催）

青果部・水産物部取引委員会
（予算：年３回開催）

１１月 １２月 Ｈ３３年１月 ２月 ３月

法改正スケジュール（国）

５月 ６月 ７月 ８月５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月 １２月 Ｈ３１年１月 ２月 ３月１０月 ９月 １０月１１月 １２月 Ｈ３２年１月 ２月 ３月 ４月

項　　　　　　目
平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ４月５月 ６月 ７月 ８月 ９月

意見集約

改正条例案承認

２月議会

認定申請受付期間（半年前から）

３/１９

３/２３
４/３０

４/３０

原案作成 政策法務課調整

改正条例案承認

５月議会

市場法改正方針説明

第１回協議

アンケート調査

行政視察

個別ヒアリング

協議・承認

協議・承認

改正法成立
基本方針公表

卸売市場改革

の方針決定

改正法案国会提出

改正法案公表
改正卸売市場法施行

国会審議

改正卸売市場法施行 猶予期間 （２年以内）

１１月議会

改正条例案議決

改正条例(案)調整及び新業務条例説明(随時研究会開催)

改正食流法施行猶予期間（半年以内）

改正食流法施行

経過報告

市
議
選

６/２１

８/９

１２/１８

第2回 方針説明

第1回 改正状況説明

改正法成立

市場関係者方針説

７/２６ ８/２９

１０/１

第１回取引委員会

ヒアリング結果説明

改正条例案承認

農林水産省と調整

改正条例案協議

改正条例案協議

改正条例報告

改正条例報告

改正条例報告

改正条例案提出

任期満了

任期満了

条例(案)部内調整

３/８

第3回 方針決定

第２回協議

３/１８

8/20～9/7
４/９

３/１１〇

第２回取引委員会

改正方針調整

１２/１７
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浜松市中央卸売市場経営展望の取扱いについて 

産業部中央卸売市場 

１ 目的 

国により卸売市場を含めた食品流通構造の抜本的な見直しが図られたことに伴い、平成 28 年 6

月に浜松市中央卸売市場経営展望策定委員会により策定された「浜松市中央卸売市場経営展望

（以下「経営展望」という）」の当面の間の取扱いについて確認するもの。 

２ 背景 

（１）経営展望の策定経過 

・平成 22年 10 月、「第 9次卸売市場整備基本方針」から市場経営展望策定が盛り込まれる 

・平成 25年「今後の浜松市中央卸売市場のあり方研究会（以降「あり方研究会」）」を設置 

【市場経営展望の方針策定】 

『各社の経営体力があるうちに改革実施』 

『市場活性化のための積極的な地方卸売市場への転換』 

『指定管理者制度導入への方向性検討』 

・平成 27年「浜松市中央卸売市場経営展望策定委員会（以降「策定委員会」）」を組織 

→「第 10次卸売市場整備基本方針」を踏まえ平成 28 年 6月、経営展望を策定 

（２）国による食品流通構造の抜本的改革 

・平成 28年 11 月、国は、農業競争力強化プログラムを発表 

・生産者、消費者双方のメリット向上のため卸売市場を含めた食品流通構造の抜本的見直し 

・平成 30年 6 月、改正卸売市場法が成立、同年 10 月、関係政省令及び基本方針公表 

※（各市場の状況に応じた取り組みで市場の活性化を期待するもの） 

・平成 32年 6 月、改正卸売市場法施行に伴い各市場において市場関係者との協議している 

※（既存の中央卸売市場についても、再度、国に認定を受ける必要がある） 

※経営展望策定時とでは議論の前提が大きく異なることとなっており、経営展望で策定した本市

場における管理運営の方針、及び経営展望そのものの新制度下を見据えた取扱いについて、市場

関係者、また策定委員会において確認する必要がある。 

資料８



３ 論点整理 

（１）法改正後の経営展望の取扱い 

 （ア）農林水産省の卸売市場新制度下での取扱い 

・法改正後の経営展望は、必須要件としていない。策定は、「開設者の任意」としている。 

【参考：改正法第 4条第 2 項では、卸売市場の認定申請の記載事項として、卸売市場の

業務の運営体制及び必要な資金の確保が掲げられている。】 

  （イ）総務省の要請による経営戦略の策定 

・地方公共団体の公営企業各事業について、効率・経営健全化の検討を行い、中長期的経

営の基本計画「経営戦略」を、平成 32 年度末までに策定するよう求められている。 

※総務省『公営企業に関する経営戦略策定のお願いに当たって』より 

『中央卸売市場は「経営展望」という類似の計画策定が要請されており、この計画を

基に、経営戦略の策定を進めることは有用』 

 （２）浜松市中央卸売市場が策定した経営展望と卸売市場法における「市場管理・運営の効率化」

の考え方 

  （ア）公設地方卸売市場への転換について 

・卸売市場法のもと中央卸売市場でも自由度の増した取引の拡大や許認可事務の軽減が図

れることとなった。 

・卸売市場法では、規制を無くした取引ルールや流通コストの削減により市場運営の活性

化を図るとしている。 

・国の方針に沿った業務条例の策定や民間活力の導入により実質的な効果を得ることがで

きる。 

  （イ）指定管理者制度の導入について 

    ・経営展望では、管理・運営面の効果とし、コスト削減、自由度や迅速性を掲げている。 

・中長期経営計画の検討は、施設・設備の合理化見通しと財源の確保は不可避である。 

・市場特性を活かす創意工夫、資金調達を併せて実現するための方策も必要となる。 

４ 今後の方向性 

（１） 経営展望の中長期経営計画については、平成 31 年度末までに策定を予定している「経営

戦略」に位置付けるとともに、策定後は、卸売市場法の施行状況や情勢変化等を考慮し、

一定期間経過後見直しを図っていく。 

 （２）経営展望における『市場管理・運営の効率化』の考え方については凍結する。 

（３）条例改正ついては、市場関係者との十分な協議のもと、平成 30 年度末を目途に新たな取

引ルールの策定方針を決定し、経営展望の今後の取り扱いについても確認していく。 

（４）市場施設の再整備等については、市場関係者と協議うえ民間活力の導入を含め検討してい

く。
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